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    ◎開議の宣告 

〇議長（森  淳君） これから本日の会議を開きます。 

 

（午前１０時００分） 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（森  淳君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、 

   ４番 船 本 秀 雄 君    ５番 小 寺 光 一 君 

を指名します。 

 

    ◎諸般の報告 

〇議長（森  淳君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

 本日の欠席並びに遅刻届け出はありません。 

 会議規則第２１条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願

います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎報告第８号 

〇議長（森  淳君） 日程第３、報告第８号 平成２９年度定期監査報告（第２次）に

ついてを議題とします。 

 本案について代表監査委員の報告を求めます。 

 代表監査委員、鈴木典生君。 

〇代表監査委員（鈴木典生君） ただいま議題となりました平成２９年度定期監査報告

（第２次）について内容のご説明を申し上げます。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査を実施しましたので、同条第９項

の規定により、その結果を別紙のとおり報告をいたします。 

 １ページをお開き願います。定期監査報告書。 

 １、監査の時期及び対象でありますが、船本監査委員とともに、平成２９年１０月１６

日から１０月３１日までのうち７日間にわたり、社会教育課ほか、ごらんの対象機関を実

施したところでございます。 

 ２、監査の対象とした事項でありますが、財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に

行われているかを主眼として、提出された関係書類、帳簿等に基づきその内容を確認する

とともに、関係職員からの聞き取りにより実施をいたしました。 

 ３、監査の結果でありますが、財務に関する事務についてそれぞれ適正な執行に努めら

れたものと認められました。 
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 主な内容につきましては、次のとおり報告をさせていただきます。２ページをお開き願

います。最初に、福祉課について申し上げます。（１）、社会福祉状況、①、福祉タクシ

ー利用状況であります。障がいの程度に応じましてタクシーの乗車券を該当者に年間２４

枚、また１２枚を交付しているものでありますが、２９年度９月末現在の総交付枚数は１，

８００枚で、うち総利用枚数は４６０枚となっております。次に、２の児童手当の支給状

況では、２８年度及び２９年度９月末までの受給者数等をあらわしたものでございます。

内容は記載のとおりでありますので、ごらんをいただき、説明は省略させていただきます。

③、平成２９年度認定こども園及び幼稚園施設型給付費状況ですが、本年度より藤幼稚園

におかれましても子ども・子育て支援新制度における施設型給付対象施設に移行しました

ことから、施設型給付を受けることとなりました。また、それによりまして私学助成であ

ります幼稚園就園奨励費補助金はございません。あわせまして町立羽幌保育園につきまし

ても今年の３月閉園となっております。このことから保育園、幼稚園の就学前施設につき

ましては、新制度における施設型給付対象施設のみとなっております。それでは、アの対

象園児数は、９月末現在におきまして藤幼稚園３４名、認定こども園・まきでは幼稚園９

２名、保育所４５名となっております。イの負担金の支出状況は、国・道、町を合わせて

藤幼稚園につきましては１，１６９万８，６５０円、認定こども園・まきの幼稚園は２，

１４３万３，９３０円、保育園は２，７２０万３，０３０円、合計で６，０３３万５，６

１０円となっております。このうち町の負担は、幼稚園２園で１，０４８万６，４６４円、

保育所では６８０万７５８円、合計で１，７２８万７，２２２円となっております。３ペ

ージをごらん願います。４の地域福祉基金状況、６の福祉バス利用状況につきましては、

説明を省略させていただきます。７の老人クラブ等助成金交付状況では、前年同期に比較

し、団体数は９団体で増減はございません。会員数は１５人減少し、２１０人となってお

りますが、交付決定額につきましては前年度と比較し、８万６，５００円増の１２８万２，

０００円となっております。これは、今年度個々のクラブへの補助金は１万３，５００円

の減額となっておりますが、連合会実施の羽幌町老人クラブ５０周年事業における記念誌

の発行に対しまして１０万円の補助金を増額したことによるものであります。８の敬老会

事業助成金交付状況及び次のページ、⑨の敬老記念品贈呈状況につきましては、説明を省

略させていただきます。 

 （２）、国保医療状況の①、各医療費支出状況では、会計区分ごとの扶助費等の費用を

あらわしたもので、内容は記載のとおりでございます。以下省略させていただきます。 

 ５ページをごらん願います。健康支援課でございます。（１）、各種検診実施状況と

（２）、各種予防接種実施状況は、検診及び予防接種区分ごとの対象者数等を２８年度実

績と２９年度９月末現在の状況をあらわしたものであります。ごらんをいただくことによ

り、説明は省略させていただきます。 

 ６ページをお開き願います。（３）、すこやか健康センター利用状況から７ページの

（４）、介護認定状況、①、平成２８年度申請及び認定状況、②、平成２９年度申請及び
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認定状況（９月末現在）につきましてもごらんをいただくことにより、説明は省略をさせ

ていただきます。 

 ③、要介護認定者介護サービス利用状況では、平成２９年８月末現在における認定者の

サービス利用状況を介護度ごとに在宅と施設入所者の人数をあらわしたものであります。

利用者は、昨年度同期と比較し、合計で１名少ない４１４名となっております。 

 ８ページをお開き願います。（５）、特別養護老人ホーム及び（６）、しあわせ荘短期

入所生活介護につきましては、説明を省略させていただきます。 

 ９ページをごらん願います。（７）、介護保険給付状況の①、居宅介護、居宅支援サー

ビス費の２９年度９月末実績では、前年度同期に比較しまして件数で１１４件減の５，７

８９件でありますが、支給額は５３４万５，９４６円増の３億１，３６６万８，６３１円

となっております。 

 ②、介護保険給付費等準備基金状況から次のページ、（８）、緊急通報装置設置状況は、

ごらんをいただくことにより、説明は省略をさせていただきます。 

 次に、（９）、医師研究資金等貸し付けでありますが、平成２９年度における４月から

９月末までの貸し付けは６名で２，１００万円であります。また、償還免除も６名で５，

３００万円となっております。平成２９年９月末現在の貸付額は４，１００万円となって

おります。 

 （１０）、助産師看護師修学資金貸し付けであります。平成２９年度における４月から

９月末までの貸し付けは４名で１２０万円、平成２９年度９月末現在の貸付額は９００万

円であります。 

 （１１）、助産師看護師修学基金につきましては、説明を省略させていただきます。 

 次に、１１ページをごらん願います。町民課について申し上げます。（１）、総合受け

付け状況につきましては、記載のとおりの内容となってございます。ごらんをいただくこ

とにより、説明は省略をさせていただきます。 

 １２ページをお開き願います。（２）、公営住宅管理状況、①、管理戸数及び入居状況

の下段にあります空き家戸数は、平成２９年９月末現在１０２戸で、前年同期より６戸減

となっております。②の敷金状況は、記載のとおりとなってございます。 

 （３）の平成２８年度集会所利用状況から１５ページの（９）の海鳥保護基金状況まで

は、ごらんをいただくことにより、説明は省略させていただきます。 

 （１０）、北海道海鳥センター入館者状況でありますが、２９年度９月末現在の入館者

は前年同期に比較して１６９人増の１万７，４３７人で、平成９年度オープン以来の累計

では３９万８，２５２人となっております。 

 １６ページをお開き願います。（１１）、生活路線バス通学定期運賃補助金交付状況で

あります。２９年度の通学対象者数７名に対してまして定期運賃の額に１００分の１５を

乗じて得た補助金額は、３２万８，８００円となっております。 

 （１２）、平成２８年度の生活路線バス維持費補助金交付状況でありますが、羽幌町が
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関与する対象路線の補助金額のうち羽幌町の補助金交付額は、表の右下の合計４８４万９，

０００円となってございます。なお、羽幌古丹別線及び初山別遠別線は、乗車人数の減少

により１日当たりの計画運行回数が３回以上という国庫補助路線対象基準を満たさなくな

りましたことから平成２８年度より市町村単独となり、受益市町村による補助となってご

ざいます。 

 （１３）、平成２８年度の離島航路事業補助金交付状況であります。表にあります離島

航路旅客運賃補助は、離島住民に対しての高速船に係る急行料金の割引補助で、町の単独

補助であります。４月、フェリー点検のため高速船のみの運航時に係る急行料金の１０割、

また通常期間における急行料金の３割を補助するもので、８３万２，１３０円となってご

ざいます。次に、離島航路旅客定期航路事業補助でございます。表右の摘要欄に記載して

ございます運賃割引事業につきましては、北海道との協調補助で離島住民に対し離島運賃

の割引補助をしているもので、羽幌町の補助金交付額は２１０万６，３２７円であります。

次の同一の補助事業名で摘要欄に記載の離島航路事業につきましては、航路運営に係る欠

損補助で、国庫補助事業であります。補助残につきましては、道と町おのおの２分の１の

協調補助で、羽幌町の補助金交付額は２，０９７万６，３２５円であります。また、平成

２８年度より離島航路利用促進事業として、６月から８月における高速船一般旅客運賃３

割引き、離島住民を除いてございます、に係る運賃割引補助として５８９万５，１５０円

を支出してございます。 

 次のページ、（１４）、交通対策事業基金状況から１８ページの（１６）、町内循環バ

スほっと号利用状況までの説明は省略いたします。 

 １９ページをごらん願います。財務課について申し上げます。町税収納状況であります

が、９月末現在の収納率を合計欄で申し上げますと、現年度分と滞納繰り越し分の合計は

６３．７２％で、前年度に比較し０．１９ポイント増加してございます。 

 以下、２０ページの（２）、保険税収納状況から２１ページの（７）、契約状況までの

説明は省略させていただきます。 

 ２２ページをお開き願います。出納室について申し上げます。有価証券及び出資による

証券の保管状況でありますが、株券等は会計管理者において保管されており、９月末現在

の合計額は５，３１４万４，０００円で、前年同期と同額でございます。 

 ２３ページをごらん願います。総務課について申し上げます。（１）、職員配置状況で

あります。表の右側の下段の合計欄に記載のとおり、定数１６０人に対して現員数は１３

２人、定数外職員は１０９人の合計２４１人でありますが、前年同期より現員数が３人増

加してございます。 

 （２）、役場庁舎等整備基金状況につきましては、説明を省略させていただきます。 

 ２４ページをお開き願います。地域振興課について申し上げます。（１）、人づくり事

業基金状況から（３）、まちづくり応援基金状況につきましては、説明を省略させていた

だきます。 
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 （４）、まちづくり応援寄附金、ふるさと納税について申し上げます。平成２９年度の

９月末までの状況ですが、道内居住者１１９件、道外居住者３８７件、合計５０６件で、

昨年同期より件数で５７件の減となっておりますが、寄附金額では８８６万円増の１，８

０８万５，０００円となっております。 

 ２５ページをごらん願います。教育委員会所管であります学校管理課について申し上げ

ます。（１）の奨学基金運用状況では、基金運用額は前年度と同額の１，４７２万円で、

内訳は表の右側に記載のとおり、貸付金が６９４万４，０００円、現金は７７７万６，０

００円であります。 

 （２）、スクールバス利用状況は、記載のとおりの内容となってございます。 

 ２６ページをお開き願います。（３）、小学校、中学校の現況についてでありますが、

１０月１日現在の児童数、生徒数を前年同期に比較しますと、羽幌小学校では３０６人で

７名増加しておりますが、羽幌中学校では２名減少し、１７６人となっております。以下

省略をさせていただきます。 

 ２７ページをごらん願います。社会教育課について申し上げます。（１）、郷土資料館

入館状況、（２）、焼尻郷土館入館状況は、説明を省略させていただきます。 

 （３）の体育施設利用状況ですが、９月末現在では前年同期に比較し、１，４７７人減

の合計６万５，３５６人となっております。 

 ２８ページをお開き願います。（４）、文化協会加盟団体状況及び（５）、体育協会加

盟団体状況でありますが、前年度同期に比較して加盟団体数は、文化協会加盟団体が１減

の３６団体で、合計で４９団体であります。会員数は、文化協会で２１人減の４４４人、

体育協会は４１人減の５２１人であります。 

 （６）の中央公民館利用状況では、９月末現在１万６，２１９人で前年同期より３，５

５７人減少しております。 

 （７）、図書館利用状況は、記載のとおりの内容となってございます。 

 以上で平成２９年度第２次定期監査報告といたします。よろしくご理解賜りますようお

願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから監査報告の内容について、監査委員に対して質疑を行い

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。 

 これから報告第８号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、報告第８号 平成２９年度定期監査報告（第２次）については原案のとお
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り承認することに決定しました。 

 

    ◎議案第５５号～議案第５６号 

〇議長（森  淳君） 日程第４、議案第５５号 羽幌町保育士修学資金貸付条例、日程

第５、議案第５６号 羽幌町保育士修学基金条例、以上２件について関連がありますので、

一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 福祉課長、今村裕之君。 

〇福祉課長（今村裕之君） ただいま上程されました議案第５５号 羽幌町保育士修学資

金貸付条例につきまして、提案理由とその内容をご説明申し上げます。 

 平成２９年１２月１４日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、将来において羽幌町内の保育所等に保育士として勤務しよ

うとする者に対し修学資金を貸し付けることにより、保育士の育成と人員の確保及び充実

を図るため条例を制定しようとするものであります。 

 内容につきまして説明をさせていただきます。次のページをお開きください。第１条は、

この条例の目的、第２条は定義を定めております。 

 第３条は、貸付対象者を規定しております。指定保育士養成施設に在学、または入学が

決定している者で、卒業後町内の保育所等に勤務することを条件としております。 

 第４条は、貸付金額等を定めております。修学資金の貸付金額は、予算の範囲内におい

て月額３万円以内、貸付期間は在学する養成施設の正規の修学期間の範囲内で最長２年間、

貸付利息は無利子である旨を規定しております。 

 第５条は、貸し付けの申請及び決定について、また第６条は連帯保証人を規定しており

ます。連帯保証人は２名で、申請者が未成年者であるときは連帯保証人のうち１人は申請

者の法定代理人と規定しております。 

 第７条は、決定の取り消し等を定めております。貸し付けの決定を取り消す事由としま

しては、修学資金の貸し付けを受けることを辞退、退学、病気その他の理由により修学が

困難であると認められるときなどを規定しております。 

 第８条は、返還について定めております。返還は、返還事由の生じた日の属する月の翌

月から起算して３カ月以内に開始し、５年を限度とした期間内に完了する旨を定めており

ます。 

 第９条は、返還の猶予を定めております。返還債務の履行を猶予することができるのは、

養成施設に在学中、町内の保育施設に勤務、災害、病気その他やむを得ない理由により修

学資金を返還することが困難であると認められる期間などのほか、養成施設を卒業後、町

内の保育施設に勤務していなくても引き続き町内の保育施設への勤務を希望するときには、

２年を限度として返還を猶予できる旨を規定しております。 

 第１０条は、返還の免除を定めております。債権が発生した後に返還すべき債務の未償
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還額につきまして借り受け者が町内の保育所に５年以上勤務したとき、死亡、または心身

の故障のため勤務することができなくなったと認められるときなどの場合は全額を免除、

町内の保育所等に引き続き２年以上勤務し、退職した場合は、一部の返還を免除すること

ができる旨を規定しております。 

 第１１条は、延滞利息の徴収等を、第１２条は施行に関し必要な事項につきましては規

則に委ねる旨を規定しております。 

 ただいまの説明をもちまして条文の朗読は省略させていただきます。 

 附則、施行期日、第１項、この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 準備行為、第２項、この条例の規定に基づく貸し付けの申請受け付けその他の準備行為

は、この条例の施行前においても行うことができる。 

 以上であります。 

 次に、ただいま上程されました議案第５６号 羽幌町保育士修学基金条例につきまして、

提案の理由とその内容をご説明申し上げます。 

 平成２９年１２月１４日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でございますが、将来において羽幌町内の保育所等に保育士として勤務しよ

うとする者に対し、その資格取得の修学に必要な資金の貸し付けを行う財源を確保、運用

するための基金を設置するため制定しようとするものであります。 

 内容につきまして説明させていただきます。羽幌町保育士修学資金貸付条例によります

資金の貸与につきましては、１件の貸与金額が少額なことと複数年にわたること、またそ

の年により貸与金額の合計金額が異なることなどから、財源を一定額確保し、運用するこ

とが効率的であるため基金を制定するものであります。 

 ただいまの説明をもちまして条文の朗読は省略させていただきます。 

 附則、この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 以上であります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第５５号 羽幌町保育士修学資金貸付条例について

質疑を行います。 

 ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） 内容をよく理解するために質問させていただきます。奨学金とい

う制度は、将来において子供たちがまた羽幌に戻ってくるいいきっかけになると思うので、

自分は十分に理解できるのですけれども、より内容をいいものにという意味で質問させて

いただきたいと思います。 

 まず、第４条における貸付金額３万円となっていますけれども、町にある条例でさまざ

まな奨学金があって、羽幌町奨学基金条例に関して言えば月額２万円、助産師看護師修学

資金貸付条例については月５万円と。３万円の根拠というか、その辺を教えていただけま

すか。 

〇議長（森  淳君） 福祉課長、今村裕之君。 
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〇福祉課長（今村裕之君） お答えいたします。 

 貸付金額３万円につきましては、保育士の養成学校を一般的に卒業するまでに２００万

円程度かかるとされておりますので、それを月額に直しますと約８万３，０００円となり

ます。この金額なのですけれども、北海道にも同じような保育士の養成資金の貸付事業を

行っており、こちらのほうの貸付額が５万円となっております。そこで、８万３，０００

円から５万円を引いて、うちとしては３万円という形で金額を設定させていただいており

ます。 

 ちなみに、看護師等の養成学校につきましては、年額の授業料が約１５０万円、それに

対して年額の貸付額が６０万円ということで約４割という形になっておりますが、ただい

ま申したとおり、保育士の養成学校の今回につきましても年額１００万円に対しまして貸

付額が３６万円ということで３６％となりますので、それほど低い額で設定しているとい

う考えではございません。 

〇議長（森  淳君） ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） 今道の貸付制度もあるということで、自分も調べたのです。道の

社会福祉協議会を通じて１００％、１０割の負担で道がやっているという事業だと思うの

ですけれども、ということは２つの奨学金を併用して使うことも可能ということでよろし

いでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 福祉課長、今村裕之君。 

〇福祉課長（今村裕之君） お答えします。 

 北海道の事業との併用及び各種奨学金制度との併用は可能であるというふうな形で制度

を作成しております。ただし、札幌市でも同じような貸し付け、これは札幌市内限定とな

っているのですけれども、こちらも札幌市内の保育施設にその後就職するという条件がつ

いていますので、そのような内容の貸付制度との併用は不可能というふうに考えておりま

す。 

〇議長（森  淳君） ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） 札幌市のものは、あくまでも札幌市限定のものなので、道のもの

に関しては札幌市を除くという規定があるので、町内で働きたい子に関して言えば、札幌

市のそれは関係ないと私は思っているのです。自分は併用できると思っていなかったので、

あれだったのですけれども、かなり道の手厚いです、内容が。月５万という話もありまし

たし、入学準備金も２０万、あと就職する際の就職準備金も２０万以内で支給されるとい

うことで、自分は併用できると思わなかったので、うまく行かれる親御さんにもこれも含

めて２つセットで使っていただけるような広報なり今後進めていく形がいいのかなという

ふうに思うのですけれども、今の３万円に足して、道の補助金も足して、いつか羽幌に帰

ってこれるような設計ができるような制度ですので、今後のこれからの広報を含めた形は

どういうふうに考えていらっしゃいますか。 

〇議長（森  淳君） 福祉課長、今村裕之君。 



 - 58 - 

〇福祉課長（今村裕之君） お答えします。 

 今議会においてこれが可決決定されますと、もちろん町の広報でも周知はいたしますし、

あと近隣の高校さんのほうにも一応こういう制度がありますという形で周知もさせていた

だきますし、またここでいくと認定こども園・まきさんになるのですけれども、そちらの

ほうにもこういう制度ができましたということで周知をいたしまして、また応募等をする

場合に一緒にその部分の説明もしていただければなと考えております。 

〇議長（森  淳君） ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） この修学資金貸し付けの条例にかかわって基金の条例も一緒に提

出されたのですけれども、来年以降に基金どのくらい積むかによって対象者の数も変わっ

てくると思うのですけれども、現段階でどのぐらいの規模で基金を積んで、自分は短期で

２年で終わりますよとかというのではなくて長期的にやっていくためにやるのだと思うの

ですけれども、その辺どのぐらいの基金を積む予定か、もしわかれば教えてください。 

〇議長（森  淳君） 福祉課長、今村裕之君。 

〇福祉課長（今村裕之君） お答えします。 

 新年度の予算につきましては、これより査定となりますことからはっきりした金額は申

し上げられないのですけれども、担当課といたしましては、羽幌高校からの保育士養成学

校の進学者数が平成２６年度においては４名、平成２７年度で３名、２８年度で５名とな

っておりますことから、各年度の貸付予定者数は５名分を想定いたしまして、その５名分

掛ける複数年分を新年度当初予算で積み立てをしたいというふうに考えております。 

〇議長（森  淳君） ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） あとは、貸付制度が新しく条例化されるということで、今回はあ

くまでも保育士の奨学金の制度なのですけれども、自分も以前に一般質問で医師確保のた

めのもので質問をしたのです。そのときの答弁で、予算とかそういった面を含めた中で医

療、そのほかの事業、福祉だとかそういったものを含めて総合的に判断しなければいけな

いという町長からの答弁があったのです。ということは、整合性を聞くのですけれども、

たくさんのいろんな業種があって今回保育士の条例を選んだということになると思うので

すけれども、その辺は答弁の中では予算的にちょっと今は難しいのだという話だったので

すけれども、総合的に判断してなぜ今保育士に修学資金が必要なのかというところを説明

していただけますか。これは町長になるのですか。総合的な判断になるので、その辺はい

かがでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 福祉課長、今村裕之君。 

〇福祉課長（今村裕之君） まず、私のほうから今回保育士の貸付条例を出した理由につ

きましては、まずは保育の実施主体というのは羽幌町にあります。羽幌町で行うことにな

っておりまして、まず天売のちびっこランドにつきましては今年の８月に正職員が退職し

まして、その後すぐ募集をかけているのですけれども、今の応募はないという形になって

おりますし、またまきさんのほうでも認定こども園になった以降、平成２７年度以降毎年
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２名の募集をしているのですけれども、２７年度については応募者がなしと。２８年度に

つきましては、２名の採用があったのですけれども、また２９年度には当初では応募がな

かったという状況もありまして、保育士の確保について早急に行いたいという形から今回

保育士をまず先に制度化していただいたという形でございます。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 担当課長から今答弁がございましたとおり、私のほうにもそうい

う説明がございましたので、町が担うべき保育ということでございますので、了承をした

ところでございます。 

〇議長（森  淳君） ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） その中に総合的な判断でほかの業種、答弁の内容でいくと医療、

そのほかの事業、福祉だとかそういうものがあって、判断して今回出されたということな

のですけれども、限られた財源の中でほかの業種ももちろん、自分は医師の貸し付けも必

要だなと思って話したのですけれども、きっと総合的に判断なされて今回保育士の貸し付

けを選んだと思うのですけれども、今後ほかの分野で広げていくような考えはございます

か。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 現在申し上げるような部分では計画はしておりませんが、ほかの

分野では必要とあればまた順次担当課からの相談を受けて判断したいと思っております。 

〇議長（森  淳君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） 今これまでの質問のやりとりで大体中身については理解しまし

た。大変細かい質問で恐縮なのですけれども、非常に大事な問題ということで私自身考え

ておりますので、恐縮ですが、質問させていただきます。 

 返還の猶予というこの部分がございまして、その２番目の項目の中に町内の保育所等に

勤務することができない場合であって、引き続き町内の保育所へ勤務を希望しているとき

は、２年という限度で返還を猶予するという条文がございます。今質疑の中で、対象施設

は羽幌、そして離島にまたがるという確認が私自身とれたわけですけれども、勤務を希望

しているけれども、できない場合というのは、例えば希望するところがもう募集が埋まっ

ていて、そこは勤務できない。例えば離島の場合は、なかなか保育士を募集しても応募が

ないということが結構続いたりします。そういうときに離島があいている場合、そのとき

に要するに町内に仕事する先があるわけです。それをあえて離島であればちょっと勤務は

できないということで断られて、そして待つ場合もあるのかなと思います。そういう場合

は猶予の対象になるのかどうかお聞きをしたいというふうに思います。 

〇議長（森  淳君） 福祉課長、今村裕之君。 

〇福祉課長（今村裕之君） お答えいたします。 

 確かに勤務場所につきましては、その方本人の希望もあり、本土がいいだとか、離島で

はちょっとということも考えられますので、まず羽幌町内に保育士として勤務する意思は
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２年間持ち続ければもちろん２年間は猶予はいたします。ただ、その時点でもしもこちら

で公募があったとしても本人が応募されていない場合は、２年間を過ぎると返還が生じる

という形で考えております。 

〇議長（森  淳君） １０番、寺沢孝毅君。 

〇１０番（寺沢孝毅君） 要するに離島に希望されない場合も一応それは認めて、猶予期

間のカウントには入っていくという、そういう捉え方ですね。それでよろしいですか。 

〇議長（森  淳君） 福祉課長、今村裕之君。 

〇福祉課長（今村裕之君） おっしゃるとおり、あくまでも羽幌町内で保育所で勤務を２

年間意思があれば猶予するという形でございます。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） 今までのやりとりを聞いて、こういうケースはこの対象にならな

いのかどうか、その辺ちょっと確認の意味でお聞きしたいと思いますが、提案の理由にも、

また条例文の中にも町内の保育所等ということで載っております。先ほど課長の答弁の中

では、実際に言えば保育所ですからまきさんと藤さんということが言われましたけれども、

町職員の中に保育士資格を持って勤務をされている職員もいるかと思います。以前町立保

育園があったときからのつながりということもあるかもしれませんが、これは当然保育の

専門の学校に行って、保育士の資格を取って羽幌町で仕事をするという形になるわけであ

りますけれども、確かに保育所ではないのですが、その辺の対象にはならないのかどうか

確認させていただきます。 

〇議長（森  淳君） 福祉課長、今村裕之君。 

〇福祉課長（今村裕之君） お答えいたします。 

 条例上でもまず児童福祉法の第７条第１項に規定する施設として、こちらが保育所だと

か認定こども園等が該当となります。あと、児童福祉法第５９条の２第１項というのが認

可外保育所という形で、今町内では該当しているのが認定こども園・まきさんと天売ちび

っこランドとその２カ所のみでございまして、町の職員として保育士資格がある方が入っ

たとしても、そちらは免除の対象とはしておりません。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） 例えば猶予とか免除とかということになるとそうなのでしょうが、

修学資金として受けたいと思ったときに保育の学校に進むと。将来どこに就職するかわか

らないし、羽幌町内で就職するかどうかもわからないけれども、羽幌町出身者で、保育の

学校に行って、こういう貸付条例があるならば受けたいというような意思のある人は対象

になるのかどうかお聞きしたいと。 

〇議長（森  淳君） 福祉課長、今村裕之君。 

〇福祉課長（今村裕之君） 貸し付けの対象者は、先ほども説明したとおり、卒業後に羽

幌町に戻って保育園等に勤務する意思のある者のみを該当としているところであります。 

〇議長（森  淳君） ほかに質疑ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５５号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５５号 羽幌町保育士修学資金貸付条例については原案のとおり可

決されました。 

 次に、議案第５６号 羽幌町保育士修学基金条例について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５６号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５６号 羽幌町保育士修学基金条例については原案のとおり可決さ

れました。 

 

    ◎議案第５７号 

〇議長（森  淳君） 日程第６、議案第５７号 羽幌町過疎地域自立促進市町村計画

（平成２８年度～平成３２年度）の変更についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 地域振興課長、酒井峰高君。 

〇地域振興課長（酒井峰高君） ただいま上程されました議案第５７号 羽幌町過疎地域

自立促進市町村計画（平成２８年度～平成３２年度）の変更につきまして、その提案理由

と内容についてご説明申し上げます。 

 羽幌町過疎地域自立促進市町村計画を変更したいので、過疎地域自立促進特別措置法第

６条第７項において準用する同条第１項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 平成２９年１２月１４日提出、羽幌町長。 

 提案の理由でありますが、平成２８年第２回議会定例会で可決いただいております過疎
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地域自立促進市町村計画に新たに水産物鮮度保持施設整備事業と武道館建て替え事業を追

加するものであります。 

 次に、内容をご説明いたします。次のページをお開き願います。この表でありますが、

過疎計画に登載する事業計画のうち、今回変更しようとする産業の振興と教育の振興の区

分に係る該当箇所を抜粋したものであり、左側が現計画、右側が変更後の計画となってお

ります。右の変更後の計画をごらんいただきたいのですが、１つが産業の振興に係る事業

として、既に補助金として予算措置されております北るもい漁業協同組合が事業主体であ

る水産物鮮度保持施設整備事業の冷凍冷蔵施設を新たに（３）、経営近代化施設、水産業

の対象事業として追加するものでございます。 

 もう一つが教育の振興に係る事業として、本議会の補正予算でご提案申し上げ、今年度

から複数年での実施を予定しております武道館建て替え事業でありますが、町が事業主体

となり、剣道場や柔道場などの機能を持った施設整備を行うもので、新たに（３）、集会

施設、体育施設等、体育施設の対象事業として追加するものでございます。 

 なお、水産物鮮度保持施設整備事業につきましては、本年９月議会定例会におきまして

天売辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更に係る議決をいただきまして、辺地対策

事業債の借り入れを予定しておりましたが、その後北海道との協議において辺地対策事業

債の借り入れが困難という情報が得られたところであり、それにかわる財源として過疎対

策事業債の借り入れを予定いたしますことから、今回の過疎地域自立促進市町村計画の変

更に至りましたことを経過としてご説明申し上げます。 

 以上が提案理由とその内容でございます。ご審議、ご決定賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第５７号について質疑を行います。 

 ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） 今課長から辺地債での対応が困難になったという結果だというこ

とですが、その後過疎債に変更した以降の場合のいわゆる補助額等の金額等についての変

更はないのかどうか。それとまた、あわせて事業主体が北るもい漁協さんですので、わか

っている範囲で現在この工事がもう着工されているのかどうか、その辺の状況もわかりま

したらお知らせいただきたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５２分 

再開 午前１０時５２分 

 

〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５７号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５７号 羽幌町過疎地域自立促進市町村計画（平成２８年度～平成

３２年度）の変更については原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第５８号 

〇議長（森  淳君） 日程第７、議案第５８号 羽幌小学校改築（外構）工事請負契約

の変更についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 建設課長、三上敏文君。 

〇建設課長（三上敏文君） ただいま上程されました議案第５８号 羽幌小学校改築（外

構）工事請負契約の変更について、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。 

 平成２９年１２月１４日提出、羽幌町長。 

 １、契約の目的、羽幌小学校改築（外構）工事でございます。 

 ２、契約の方法、指名競争入札。 

 ３、契約金額、変更前、７，２１４万４０００円、うち消費税額５３４万４，０００円

を含みます。変更後、７，２０２万５，２００円、うち消費税額５３３万５，２００円を

含みます。 

 契約の相手方、苫前郡羽幌町南大通５丁目３番地、株式会社北一組代表取締役、忠津章。 

 提案理由でございますが、平成２９年７月７日に議決されました議案第４１号 羽幌小

学校改築（外構）工事につきまして、概数で発注しておりました部分の数量が確定したこ

とにより、骨材の使用の変更、縁石設置延長の増加及び排水設備等に一部変更が生じたこ

とから契約金額の減額変更となりますが、変更契約の予定価格が５，０００万円を超える

ため、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定に基づきまして議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第５８号について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５８号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５８号 羽幌小学校改築（外構）工事請負契約の変更については原

案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第５９号 

〇議長（森  淳君） 日程第８、議案第５９号 羽幌小学校体育館外部改修工事請負契

約の変更についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 建設課長、三上敏文君。 

〇建設課長（三上敏文君） ただいま上程されました議案第５９号 羽幌小学校体育館外

部改修工事請負契約の変更について、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。 

 平成２９年１２月１４日提出、羽幌町長。 

 １、契約の目的、変更前、羽幌小学校体育館外部改修工事、変更後、羽幌小学校屋内体

育館外部改修工事でございます。 

 契約の方法、指名競争入札。 

 契約金額、変更前、６，２９６万４，０００円、うち消費税額４６６万４，０００円を

含みます。変更後、６，２０８万９，２００円、うち消費税額４５９万９，２００円を含

みます。 

 契約の相手方、苫前郡羽幌町南５条２丁目９番地、株式会社河野建設代表取締役、河野

透。 

 提案理由でございますが、平成２９年７月７日に議決されました議案第４２号 羽幌小

学校体育館外部改修工事につきまして契約の目的に錯誤がございましたので、訂正いたし

ますことと、工事内容で外壁の塗膜除去後の調査によるひび割れ補修等の数量が確定し、

また腐食による交換を見込んでいた鉄骨下地が腐食していなかったことを確認できました

ので、交換を取りやめましたので、契約金額の減額変更となりますが、変更契約の予定価

格が５，０００万円を超えるため、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づきまして議会の議決

を求めるものでございます。 

 以上、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第５９号について質疑を行います。 

 ５番、小寺光一君。 
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〇５番（小寺光一君） 契約の目的の変更なのですけれども、文体でいくと屋内という言

葉が入っているのですけれども、何がどう変わったのかもう一度説明していただきたいの

ですけれども、入っていない状態と入ったことによって何が変わったのか、その辺もう一

度お願いできますか。 

〇議長（森  淳君） 建設課長、三上敏文君。 

〇建設課長（三上敏文君） お答えいたします。 

 当初屋内体育館外部改修工事ということで契約を結ぶところだったのですが、議会説明

の際に屋内が抜けていたことから、誤りがこのたび発覚したということで、契約金額の変

更とあわせて訂正させていただいたということでございます。 

〇議長（森  淳君） ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） 工事の内容的には変わりがなく、タイトルというか、契約の仕方

に自分はついてもつかなくても余り変化ないのかなと思うのですけれども、きっとついて

いたほうがいいという判断なのですか。その辺がわからないのですけれども、そのままだ

ったら何か困ることがあるのですか。例えば体育館は必ず屋内ですし、その辺変える理由

がわからないのですけれども。 

〇議長（森  淳君） 建設課長、三上敏文君。 

〇建設課長（三上敏文君） お答えいたします。 

 契約書の工事名の欄に屋内体育館というふうに記載になっておりますので、正しい表記

ということで改めさせていただいたということでございます。 

〇議長（森  淳君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５９号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５９号 羽幌小学校体育館外部改修工事請負契約の変更については

原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１０分 
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〇議長（森  淳君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

    ◎議案第６０号～議案第６２号 

〇議長（森  淳君） 日程第９、議案第６０号 平成２９年度羽幌町一般会計補正予算

（第１０号）、日程第１０、議案第６１号 平成２９年度羽幌町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第３号）、日程第１１、議案第６２号 平成２９年度羽幌町介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）、以上３件を一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） ただいま提案となりました各会計の補正予算につきまして、その

提案理由をご説明申し上げます。 

 初めに、一般会計について、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ８，５６１万５，０

００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ７３億３，９９８万円とするものでござ

います。 

 補正をいたします内容は、各事業の完了などによる減額補正が主なものでありますが、

まず歳出について増額となりました主なものを申し上げます。２款総務費、一般管理費に

おいて電算システム改修委託料１１５万６，０００円の補正は、個人番号を利用した情報

連携に必要なシステム改修を行うものでございます。 

 同じく戸籍住民基本台帳費において電算システム改修委託料１２４万２，０００円の補

正は、マイナンバーカード等の記載事項の充実に対応するためシステム改修を行うもので

ございます。財源につきましては、全額国庫補助金で賄われます。 

 次に、６款農林水産業費、水産業振興費において漁業後継者等育成事業交付金１００万

円の補正は、当該事業の利用見込みの増加によるものでございます。 

 次に、１０款教育費、小学校費において除雪委託料２６０万６，０００円の補正は、羽

幌小学校新校舎完成に伴う駐車場の除雪経費でございます。 

 同じく体育施設費において設計委託料５８８万８，０００円の補正は、武道館建て替え

に係る設計委託料でありますが、平成３０年度にかけての業務となりますことから、債務

負担行為として平成２９年度執行分を計上しております。 

 以上で歳出を終わり、次に歳入の主なものを申し上げます。１３款国庫支出金、教育費

国庫補助金５，１８３万７，０００円の補正は、羽幌小学校改築事業及び教職員住宅建設

事業に係る内示額の増額によるものでございます。 

 次に、１７款繰入金、財政調整基金繰入金４，７１７万２，０００円の減額は、各事業

の完成等に伴い減額するものでございます。 

 このほか町債につきましては、それぞれの事業の完了等に伴い増減しております。 

 以上で一般会計を終わり、次に国民健康保険事業特別会計の補正につきましてご説明申

し上げます。 
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 既定の予算総額に歳入歳出それぞれ３３７万３，０００円を追加し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ１２億３，０７５万７，０００円とするものでございます。 

 補正をいたします内容は、人事異動等に伴う職員人件費１４１万８，０００円、平成３

０年度から国保事業が都道府県単位となることに伴い北海道と市町村が連携するための新

たなシステムを構築するため、国保連合会への負担金１９５万５，０００円となっており、

財源につきましては国保連合会負担金につきましては全額国及び道補助金を充て、職員人

件費については一般会計繰入金を充てております。 

 次に、介護保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。 

 既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１６２万６，０００円を追加し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ１０億７，６４１万３，０００円とするものでございます。 

 補正をいたします内容は、平成３０年度の制度改正に対応するためのシステム改修とな

っており、財源につきましては内示額の減額に伴い国庫補助金２５万６，０００円を減額

し、不足分につきましては一般会計繰入金を充てております。 

 以上、今回補正をいたします予算の内容であります。よろしくご審議、ご決定賜ります

ようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。 

〇議長（森  淳君） 次に、財務課長から内容説明を求めます。 

 財務課長、大平良治君。 

〇財務課長（大平良治君） 続きまして、私から内容をご説明いたします。 

 一般会計の４ページをお開き願います。第２表、継続費補正でありますが、羽幌小学校

改築事業について平成２９年度事業費の確定に伴い平成２９年度年割額を減額するととも

に、一部外構工事が降雪等により本年度中の完了が困難になったことから、事業期間を平

成３０年度まで延長するものでございます。なお、事業総額につきましては６３８万２，

０００円の減額となっております。 

 同じく第３表、債務負担行為補正でありますが、先ほど町長から説明がございましたが、

武道館建て替えに伴う設計業務につきましては平成３０年度にかけての業務となりますこ

とから、債務負担行為として追加するものでございます。 

 次に、５ページの第４表、地方債補正でありますが、事業の追加や対象経費の確定に伴

う限度額の変更が主な内容となっておりますが、表の末尾に記載の水産物鮮度保持施設整

備事業債につきましては当初辺地対策事業債を予定しておりましたが、追加配分について

は非常に厳しい状況にあるとの情報を得ましたことから、辺地対策事業債よりも追加配分

の可能性が高い過疎対策事業債での対応とするため、償還年限を変更するものでございま

す。 

 １１ページをお開き願います。２款総務費、一般管理費において留萌地域電算共同化推

進協議会負担金２２万７，０００円の減額は、同協議会への事務局費が減額となったこと

によるものでございます。 

 １２ページをお開き願います。３款民生費、社会福祉費において国民健康保険特別会計
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繰出金１４１万８，０００円の補正は、人事異動等による職員人件費の増加に伴うもので

ございます。同じく地域おこし協力隊事業において報酬２８０万円、負担金補助及び交付

金１４０万円、合計４２０万円の減額は、離島地区において採用を予定していた協力隊員

について応募がなかったことによるものでございます。 

 同じく国民年金事務取扱費において国民年金システム整備事業委託料１８万円の補正は、

年金生活者支援給付金支給対象者の判定に必要なシステム改修に係る費用でございます。 

 同じく介護福祉費において介護保険事業特別会計繰出金１８８万２，０００円の補正は、

介護保険制度改正に係るシステム改修に伴うものでございます。 

 次に、７款商工費、観光費において１４０万円の減額は、各事業の完了に伴うものでご

ざいます。 

 １４ページをお開き願います。８款土木費、道路維持費において除雪機械等購入費４，

６９８万３，０００円の減額は、社会資本整備総合交付金の配当額減少により、購入を予

定していた除雪車両２台のうち１台の購入を見送ったことによるものでございます。 

 同じく道路新設改良費において道路整備工事請負費３，２００万円の減額は、社会資本

整備総合交付金の配当額減少により、工事の一部を見送ったことによるものでございます。 

 同じく河川管理費において河川改修工事請負費３７３万７，０００円の減額は、河岸工

事の一部について災害復旧工事の対象となったことによるものでございます。 

 同じく港湾管理費において修繕料９８万３，０００円の補正は、福寿川の船舶用仮設係

留設備の損傷箇所を補修するものでございます。また、工事請負費２３９万４，０００円

の減額は、天売港及び焼尻港における改修工事等の完了によるものでございます。 

 同じく公園費において公園施設整備工事請負費７０万円の減額は、農村公園遊具更新工

事の完了によるものでございます。 

 １６ページをお開き願います。１０款教育費、事務局費につきましては、教員住宅建設

事業に関しまして事業が国庫補助金の交付対象となったことや一部事業費が起債対象額と

なったことから、財源更正を行うものでございます。 

 同じく小学校費において工事請負費８２７万２，０００円の減額は、羽幌小学校改修工

事請負費の確定等に伴うものでございます。また、備品購入費２３５万３，０００円の減

額は、入札執行等による額の確定に伴うものでございます。 

 同じく高等学校費において学校用器具購入費２９万６，０００円の補正は、天売高等学

校に設置しているＡＥＤ、自動体外式除細動器が故障により使用不能となったことから買

いかえるものでございます。 

 次の１８ページにつきましては、給与費明細書の状況、１９ページにつきましては継続

費及び債務負担行為に係る調書となっておりますので、ごらんをいただき、説明は省略を

させていただきます。 

 以上が一般会計の補正内容でございますが、国民健康保険事業特別会計及び介護保険事

業特別会計の補正内容につきましては、町長からの提案理由の説明をもちまして私からの
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説明は省略をさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し

上げます。 

〇議長（森  淳君） お諮りします。 

 審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出予算、継続費、債務負担行為及び地方債

一括して質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に従い、審議を進めることにしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように進めることに決定しました。 

 これから議案第６０号 平成２９年度羽幌町一般会計補正予算（第１０号）について歳

入歳出予算、継続費、債務負担行為及び地方債一括して質疑を行います。 

 ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） それでは、先ほどの地方債の変更のときにも発言をした内容に触

れますけれども、一般会計５ページには地方債の変更ということで、項目としては水産物

の鮮度保持整備事業債ですか、この部分での変更はあるのですが、限度額というのが載っ

ておりません。まだ過疎債事業としては確定していないということなのかもしれませんが、

９月のさきの議会のときには、辺地債が採用されなければ補助はしないのだというような

町長からの発言もあって、何名かの議員とのやりとりがあったという中で、私は過疎債の

適用ということも検討する範囲に加えてはというようなことも提案しながら、今回このよ

うに再度提出されたということで、私はほっとしております。ただ、補正の項目には数字

的な部分はありません。過疎債に切り替えた後の見通しみたいなところ、いつごろ金額等

が確定して、北るもい漁協さんとの間の補助の支出というのですか、その辺の見通し、や

りとりというのはどういう状況になるのか。既に現地のほうでは工事等が進んでいるのか

どうか、その辺の状況がわかればお聞きしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 財務課長、大平良治君。 

〇財務課長（大平良治君） お答えいたします。まず、私のほうから財源的なものを説明

させていただきまして、今後の流れですとか今の状況につきましては、農林水産課長のほ

うからご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、当初辺地債、これを充てるというお話をさせていただきましたときに、たしか金

木議員のほうからも過疎のほうはどうだろうという話を伺っているというふうには記憶し

ております。ただ、起債につきましては、辺地、または過疎どちらか１本でしかまず出せ

ませんので、当時につきましては有利な辺地債のほうを優先させていただきたい、そのよ

うに考えて辺地のほうを予定させていただきました。今回ご説明の中にもございましたが、

なかなか辺地のほうは充当するのは難しいだろうということが振興局等から話が来ており

ました。可能であれば過疎債のほうがまだ枠の配分の中に入れるのではないかという助言

をいただきましたので、今回まず過疎計画のほうを変更させていただいて、過疎債のほう
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で何とか財源を確保して、漁協さんのほうに補助ができる形にしたいなというふうに町長

からの指示もいただきましたので、今回過疎のほうで対応させていただきたいと思ってお

ります。 

 また、金額につきましては、まだ事業が始まったばかりでございます。まだ全部が金額

確定しておりませんので、増額になることはないと思うのですけれども、額が決まりまし

た段階でうちのほうの予定しております持ち出し分について確定になれば、その金額で過

疎債を借りる形になると思います。 

 あと、この後の流れについては、農林水産課長のほうからご説明お願いします。 

〇議長（森  淳君） 農林水産課長、鈴木繁君。 

〇農林水産課長（鈴木 繁君） お答えをいたしたいと思います。 

 今現在は国の補助金の割り当て内示がございまして、それに伴いまして町のほうにも補

助申請が来ているところなのですけれども、まだ割り当て内示の段階でありますので、た

だこういう時期でありますので、漁協のほうからは指令前着手届が町のほうと道のほう、

道といいましても国の補助なのですけれども、その事務を代行している道のほうにその届

が出ているということであります。それが受理されましたので、今現在につきましては漁

協のほうで実施設計を行っているというような状況になっております。 

 あと、補助金額については、先般の９月議会で補正でお出しいたしました金額から、先

ほど財務課長のほうからもありましたけれども、今段階では変更はいたしていないという

ような状況であります。 

〇議長（森  淳君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６０号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６０号 平成２９年度羽幌町一般会計補正予算（第１０号）は原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第６１号 平成２９年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）について歳入歳出予算一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６１号 平成２９年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６２号 平成２９年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて歳入歳出予算一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６２号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６２号 平成２９年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎諮問第１号 

〇議長（森  淳君） 日程第１２、諮問第１号 人権擁護委員の推薦についてを議題と

します。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 諮問第１号 人権擁護委員の推薦について、提案理由のご説明を

申し上げます。 

 住所、苫前郡羽幌町南町１６番地の７５、氏名、村田菊男、生年月日、昭和２５年４月

１０日生まれ、６７歳であります。 

 現委員であります村田菊男氏が平成３０年３月３１日付をもちまして任期満了となるた

め、氏の人格、識見から、引き続き人権擁護委員として推薦いたしたく、ご提案を申し上

げた次第でございます。 

 よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせ

ていただきます。 
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〇議長（森  淳君） これから諮問第１号 人権擁護委員の推薦について質疑を行いま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。 

 これから諮問第１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第１号 人権擁護委員の推薦については同意することに決定しました。 

 

    ◎発議第１１号 

〇議長（森  淳君） 日程第１３、発議第１１号 議員の派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。本町の懸案事項の要望、促進を図るため及び議員の研修並びに各委員会

の調査研究のため、本日より次期定例会までの間、本議会は必要と認められる事案につい

て道内外の関係機関に議員を派遣したいと思います。なお、派遣する議員については、案

件を勘案の上、その都度議長において指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第１１号 議員の派遣については原案のとおり決定されました。 

 

    ◎発議第１２号 

〇議長（森  淳君） 日程第１４、発議第１２号 各委員会の閉会中の継続調査及び審

査についてを議題とします。 

 各常任委員会及び議会運営委員会における閉会中の所管事務調査について、それぞれの

委員長から会議規則第７５条の規定により閉会中の継続調査の申し出がありました。 

 お諮りします。それぞれの委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第１２号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査については原案のと

おり決定されました。 

 

    ◎日程の追加 

〇議長（森  淳君） お諮りします。 

 ただいま町長から議案第６３号、議案第６４号、議案第６５号及び議案第６６号が提出
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されました。これを日程に追加し、追加日程第１、追加日程第２、追加日程第３及び追加

日程第４として議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６３号、議案第６４号、議案第６５号及び議案第６６号を日程に追

加し、追加日程第１、追加日程第２、追加日程第３及び追加日程第４として議題とするこ

とに決定しました。 

 

    ◎議案第６３号～議案第６５号 

〇議長（森  淳君） 追加日程第１、議案第６３号 職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例、追加日程第２、議案第６４号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例、追加日程第３、議案第６５号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例、以上３件について関連がありますので、一括議題と

します。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長、飯作昌巳君。 

〇総務課長（飯作昌巳君） ただいま上程されました議案第６３号から議案第６５号まで

３件を一括して関連がございますので、提案理由とその内容につきましてご説明を申し上

げます。 

 今回の改正につきましては、平成２９年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準

じて提案をいたしておりまして、特別職及び議会議員の皆様につきましても一般職に準じ

て改定することとし、提案申し上げております。 

 初めに、提案の理由となりました今回の給与改定の概要につきましてご説明申し上げま

す。１点目は、月例給の引き上げでございまして、給料表の改定を行い、改定率で平均０．

２％の増となるものでございます。なお、この改定は平成２９年４月１日まで遡及し、２

９年度当初から適用するというものでございます。 

 ２点目は、期末、勤勉手当の引き上げでありまして、年間支給割合を０．１月分引き上

げるものであります。この引き上げ分は、全て１２月支給分に配分するものとし、改正規

定の適用も平成２９年４月１日まで遡及するものであります。なお、３０年度以降は、こ

の引き上げ分を６月支給分と１２月支給分に均等に再配分することとしております。 

 以上が今回の改定の概要でございます。 

 それでは、議案の説明に入らせていただきます。初めに、議案第６３号 職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

 平成２９年１２月１５日提出、羽幌町長。 

 改正の内容でございますが、別紙でお配りをしております議案説明資料をごらんくださ

い。なお、今回の給与制度の改正にあわせて一部文言の整理も行っておりますので、ご了
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承いただきたいと思います。 

 それでは、１ページ目の１番、期末、勤勉手当の引き上げですが、勤務実績に応じた給

与を推進するため引き上げ分を勤勉手当に配分し、年間支給割合を現行の１．７カ月分か

ら１．８カ月分に改めるものでございます。再任用職員につきましては、０．０５月分を

引き上げ、０．８５月分とするものであります。 

 資料の（１）になりますが、改正案の第１条では引き上げ分を全て１２月支給分に配分

し、下の表になりますが、一般職員ですと６月支給分は変更がなく、１２月支給分が０．

１月分引き上げられるというものでございます。 

 次に、資料の（２）でございますが、改正案の第２条では先ほどの（１）で改正した支

給割合を再度改正し、６月支給分と１２月支給分に均等に振り分けるものであります。こ

れにより３０年度以降につきましては、６月支給分と１２月支給分の支給割合は等しくな

るものでございます。 

 次に、２ページをごらんください。２番、月例給の引き上げでございます。若年層は１，

０００円程度、その他は４００円程度の引き上げを基本とし、改定率平均で０．２％の増

となる給料表の改定でございます。 

 なお、改定後の給料表につきましては、議案書に記載のとおりでございます。 

 次に、３番、附則でございますが、本改正条例の施行期日は公布の日からとしておりま

すが、冒頭にも説明しましたとおり、第１条の勤勉手当及び給料表の改定は平成２９年４

月１日から適用、第２条の勤勉手当の改正は平成３０年４月１日から施行する旨を規定し

ておりまして、これにより改正前の規定に基づき支給された給与は、改正後の規定による

給与の内払いとみなす旨を規定しております。 

 また、平成２７年１月に行われました昇給抑制措置の調整措置として、平成３０年４月

１日現在で３７歳に満たない職員を対象に同日付で１号給回復させる旨を規定しておりま

す。 

 以上が改正内容の説明であります。 

 なお、改正文の朗読は、ただいまの説明をもって省略させていただきます。 

 続きまして、議案第６４号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

つきましてご説明申し上げます。 

 平成２９年１２月１５日提出、羽幌町長。 

 改正の内容でございますが、一般職の給与改定に準じまして特別職の期末手当を改正す

るものでございます。 

 資料の３ページをごらんください。期末手当を０．１月分引き上げ、年間支給割合を現

行の４．２５月分から４．３５月分に改定するものでございます。 

 （１）の表になりますが、支給割合を６月支給分は２．０７５月分に、１２月支給分は

２．２７５月分に、それぞれ０．０５月分ずつ引き上げる改定でございます。ただし、

（２）に記載のとおり、平成２９年１２月の支給割合についてはただいまの改正にかかわ
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らず、一般職と同様引き上げ分の全てである０．１月分を１２月支給分に配分する旨の附

則を加えるものでございます。 

 次に、２番の附則ですが、施行期日は公布の日からでありますが、追加した１２月支給

分に係る附則の規定は平成２９年１２月１日から適用し、改正前の規定により支給された

期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみなす旨を定めるものでございます。 

 以上が改正内容の説明でございます。 

 続きまして、議案第６５号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。 

 平成２９年１２月１５日提出、羽幌町長。 

 改正の内容でございますが、一般職の給与改定に準じまして議会議員の期末手当を改正

するものでございます。 

 資料の４ページをごらんください。期末手当を０．１月分引き上げ、年間支給割合を現

行の４．２５月分から４．３５月分に改定するものでございます。 

 （１）の表になりますが、支給割合を６月支給分は１．６７５月分に、１２月支給分は

２．６７５月分に、それぞれ０．０５月分ずつ引き上げるものでございます。ただし、

（２）に記載のとおり、平成２９年１２月の支給割合についてはただいまの改正にかかわ

らず、先ほどの一般職並びに特別職と同様引き上げ分の全てである０．１月分を１２月支

給分に配分する旨の附則を加えるものでございます。 

 次に、２番の附則についてでございますが、施行期日は公布の日からでありますが、特

別職と同様追加した１２月支給分に係る附則の規定は平成２９年１２月１日から適用し、

改正前の規定により支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみな

す旨を定めるものでございます。 

 以上が改正内容の説明でございます。 

 改正文の朗読につきましては、ただいまの説明をもって省略をさせていただきます。 

 以上、議案第６３号から議案第６５号までの説明でございます。よろしくご審議、ご決

定賜りますようお願いを申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第６３号 職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６３号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６３号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第６４号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６４号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６４号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６５号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６５号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６５号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第６６号 

〇議長（森  淳君） 追加日程第４、議案第６６号 平成２９年度羽幌町一般会計補正

予算（第１１号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） ただいま追加提案となりました平成２９年度一般会計の補正予算
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につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。 

 既定の予算総額に歳入歳出それぞれ４１万８，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳

出それぞれ７３億４，０３９万８，０００円とするものであります。 

 補正をいたします内容をご説明申し上げます。１款議会費において議員期末手当２４万

１，０００円の補正は、先ほどご決定賜りました羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の改正に伴い、期末手当の支給率が増加したことによるものでございます。 

 次に、２款総務費、自治振興費において修繕費１７万７，０００円の補正は、旧宮坂ビ

ルに関して民法の規定に基づく事務管理として対応するものでございます。本件につきま

しては、１１月１１日の強風発生後、建物の状況確認を行ったところ４階窓ガラス１枚に

亀裂が発生しており、ガラスの崩落が予想され、早急に対応する必要がありましたことか

ら、撤去作業につきましては予備費を充当し、実施いたしております。今回実施をいたし

ます窓ガラス撤去箇所の養生につきましては、他の窓ガラスへの影響などが懸念されるこ

とから、適正かつ安価な施工方法について建設課技師や専門業者を交えて検討し、板材で

覆うことにより実施することになりましたので、追加補正とさせていただいたものでござ

います。 

 なお、財源につきましては、いずれも前年度繰越金を充てております。 

 以上、今回追加提案となりました補正予算の内容であります。よろしくご審議、ご決定

賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。 

〇議長（森  淳君） お諮りします。 

 審議の方法については、歳入歳出予算一括して質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に

従い審議を進めることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように進めることに決定しました。 

 これから議案第６６号について歳入歳出予算一括して質疑を行います。 

 ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） ６ページの空き家対策事業、今宮坂ビルの窓の件についてだとい

うことでありますが、先ごろひびが入っている状況がわかって撤去をしたということであ

りましたけれども、当然業者の方だったろうなと思いますが、その撤去作業には職員も立

ち会ったのでしょうか。お願いします。 

〇議長（森  淳君） 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） 撤去作業については、ガラス業者さんと撤去する際職員も出

て、周辺の安全、ガラス等が自動車もしくは人に被害を及ぼさないような形で、４人ほど

出て確認を行っております。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） 現場のすぐそばに行ったというわけではなかったのかなと思いま
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すが、近隣の方のいろんな不安の声も聞いています。その中で、ほかにあと６枚のガラス

があって、そっちは大丈夫なのだろうかという声など、今の説明ですとそれらも含めて板

材で覆うというような、覆うというのか、そういった内容のようですが、ガラスの内側に

なるのか、外側になるのか、それで大分違うと思うのですが、ガラスそのものはそのまま

据え置くということですね。板材は、その外側ということになるのか、その内容をお願い

します。 

〇議長（森  淳君） 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） お答えいたします。 

 予備費を使いましてガラスを撤去した部分に板材でガラスと同じような形で入れると。

昨日もご指摘、ご不安がございましたが、枠の補強につきましてはたるき等で補強をし、

枠の変形がないような形をとらせていただきます。あと、風、雨が中に入りますと、腐食

ですとか今残っているガラスに影響を及ぼすという可能性がありますことから、合板で雨

風が入らないような形で塞ぐという形を全て板材で補強を行うのが一番安価であろうとい

うことの結論になりましたので、そういう形で補修をさせていただきます。 

 以上です。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） 今の説明でもう一つわからなかったのですが、ほかのガラスの残

っている６枚部分についても何らかの措置はするという、そういう意味でしょうか。 

 ちなみに、今回撤去したかなり大きなものだと私は思うのですが、厚さどのぐらいのガ

ラスで、縦横何センチぐらいのものなのか、重量等がわかればお聞きしたいのですが、お

願いします。 

〇議長（森  淳君） 建設課主任技師、石川隆一君。 

〇建設課主任技師（石川隆一君） お答えします。 

 もと入っていたガラスというのは、厚さ１０ミリほどのものです。そして、サイズにつ

いては、済みません、ちょっと正確ではないのですけれども、高さが約２．３メーター、

横幅が約１．８メーターのものです。重量については、１００キロを超えるということで

す。 

〇議長（森  淳君） ２番、金木直文君。 

〇２番（金木直文君） 想像したとおり１枚１００キロもあるというようなものが、この

先も頻繁に風速３０メートル前後の風は何回も起こるというような事態もありますので、

たとえひびが入っていなくてもやはり心配な気持ちにはなると思うのです。その辺はきち

んと枠の窓の状況なども、落下しては本当に大変ですので、そんなことがないような養生

を望みますし、もう一つあわせて不安な声があるのは４階の上にある屋上にある大きな看

板というのでしょうか、宮坂商会のロゴ入り、マークが入った四角い看板がありますが、

あれもどういう状況で取りつけられているのか。強風が吹いたら、ばあっと飛んできたり

はしないのかという声も聞いております。その辺の状況もきちんと点検するなり、把握す
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るなり、そんな対応をしていただきたいと思います。緊急的な措置で、何かあってからで

ないとなかなか手は出せないというような答弁もきのうあったかと思うのですが、やはり

不安を少しでも減らすという面では可能な部分、住民の皆さんが不安に思っている部分に

ついてはきちんと対応してもらいたい、そういった思いはありますけれども、その辺総合

的な判断、回答をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 金木議員のご質問が総合的な判断でということでございますので、

私からご答弁を申し上げたいと思います。 

 不安になられているということは大変私も感じておりますし、私自身が一番という言い

方は大変失礼といいますか、おごったような言い方になるかもしれませんが、本当に不安

ではございます。しかしながら、昨日も一般質問２名の方からいただきまして答弁したよ

うに、修理費にお金がかかるわけでございますので、こんな言い方も大変失礼ですけれど

も、議会が何もしなくてもいいからやれということになればまたそういった方向も考えな

ければならないでしょうが、いろいろ説明を聞いていくと４階建ての下に地下２階ほど、

さらにあの大きさですので、くいも入っているだろうということでございます。そして、

隣に店舗がございますので、その穴で崩れないような解体方法なんていうものはうちの技

師では到底、失礼ですけれども、想像もつかないと。できないわけではないでしょうけれ

ども、かなり天文学的というか、そういったレベルの仕事になろうかということでござい

ます。したがいまして、議員ご指摘の今後とも事務管理ではありますが、町民の方に累が

及ばないように十二分に点検作業などするように指示をいたしまして、さらに事務管理で

改修等をしていきたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（森  淳君） ３番、阿部和也君。 

〇３番（阿部和也君） ちょっと僕も気になるところがありますので、質問させていただ

きます。 

 ガラスが厚さ１０ミリということで、強化ガラスとかにはなっているのかなとは思うの

ですけれども、そうそう割れることは、強化ガラスなので、ないのかなとは思ってはいた

のですが、実際ひびが入ってしまったということで、今回コンパネ等で覆うということで

したけれども、ガラスは撤去しないわけですよね。その辺どういった部材で残りのガラス

が残っているのか、その辺お聞きしたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 建設課主任技師、石川隆一君。 

〇建設課主任技師（石川隆一君） お答えします。 

 通常ですと、縦横ガラスの外周に枠がずっと回る方式なのですけれども、ここのガラス

については、上と下の枠の部分でガラスを固定しているという状態のものです。横につい

ては、特に支持されていない。あとは、後ろ側のほうにガラスのリブがついていて、それ

で各面については力を抑えるという構造になっております。枠については上下だけの状態
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で、割れたガラスの部分については、先ほど強化ガラスではないかという話ありましたけ

れども、強化ガラスではないと思っています。単純に１０ミリの厚さのガラスなので、一

直線というか、ひびが入った。強化ガラスであれば、通常もうちょっと小さく粉々に砕け

るという状態になるので、通常のガラスだと思っています。それで、このガラスについて

は、上下の枠で固定されていまして、割れた状態のときもその枠の中にすっぽりおさまっ

た状態でとどまっておりました。枠については、そのままの状態であれば特に手をかける

ということまでしなくていいのではないかというふうに考えております。 

〇議長（森  淳君） ３番、阿部和也君。 

〇３番（阿部和也君） 強化ガラスではないということで、ちょっと自分もびっくりした

部分ではあるのですけれども、上下で押さえられているという、一般的な風除室の欄間み

たいな感じなのかなとは思いますけれども、ただ、今石川さんのほうからそうそう何とも

ないだろうといったお話でしたけれども、ただ築年数等を考えるとやっぱりガラスという

ものは劣化してくるわけですから、当然また同じようなことが起こるかもしれないわけで

す。その辺ただ覆って終わりではなくて、やはり撤去して外からなり塞ぐなり、そこを通

る子供たちの通学路にもなっていますし、そういった安全面という部分でももうちょっと

考えるべきなのかなと思いますけれども、その辺いかがなのでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 町民課長、室谷眞二君。 

〇町民課長（室谷眞二君） 今回の修繕補修の関係も民法上で許されている事務管理とい

う形でやらせていただいております。民法で許されているのは、すぐに危険を及ぼす可能

性が高いという場合についてのみ事務管理で行っていいですよという規定になっておりま

すので、このままだと将来そういう可能性がありますというレベルでは事務管理を使って

補修等ができないものと判断しております。 

〇議長（森  淳君） ３番、阿部和也君。 

〇３番（阿部和也君） 民法上で決められている事務管理という中でしかできないから、

今すぐどうのこうの、塞ぐことはできないといったお答えでしたけれども、そこを歩いて

いる人を考えてみればやっぱり不安なわけです。町長は、先ほど解体までいくとなると当

然大変なことなのだとおっしゃっていましたけれども、塞ぐ部分ならそういったのはやは

り考えてやるべきだと思いますけれども、町長その辺いかがお考えでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 例えとして解体までのお話を申し上げましたけれども、現実的に

羽幌町にその建物の責任がないわけです。そして、議員おっしゃるとおり、さらに申し上

げますと町民の安心、安全を考えたときには全部撤去するのが一番と思いますが、そうい

うことにも現実的にはならないわけです。そうしますと、その中間でという話になります

が、その中間でという中間が法律上は許されるのか、どういったことになっていくのか、

それによって羽幌町に責任のないものが責任が生じていくのか、その辺を弁護士の先生に

相談して、大変申しわけないですけれども、事務管理ということで当面、当面というより
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はすぐ目の前に危険が迫ったときには議会の了承を得てやって構わないことですよという

ふうにご指示といいますか、法律的な判断をいただいたところでございます。であります

から、私としては皆さんのご心配はご心配として十二分に感じておりますし、私自身が今

子供が小学校に通っているわけではありませんが、知っている子供さんがたくさん通って

おります。そんな中で大変留意をしておりますが、手の出ないのが現実であると私は考え

ております。その辺のところを十二分にご理解をいただきたいと思っております。 

〇議長（森  淳君） ３番、阿部和也君。 

〇３番（阿部和也君） 町長のお気持ちというものは十分わかりました。その建物自体は、

どうするこうするというのは羽幌町としてはなかなか責任という部分ではないということ

で難しさはあるとは思いますけれども、ただ町民の安全を守るという責任もありますから、

ぜひともその辺今すぐ手をかけるというのは難しいかもしれませんが、どういった方向が

いいのかというのを今後調べながら進めていっていただきたいと思います。答弁はよろし

いです。 

〇議長（森  淳君） ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） 先ほどの質疑を聞いた中で、町長のほうも議会のほうが判断すれ

ばそれも考えるというような発言もあったと思うのです。ただ、私たちが判断できる材料

がないのです。例えば先ほど町長もおっしゃったとおり、壊すなりするには天文学的な数

字になると。ただ、実際それが幾らになるのか、実際地下はどうなのか、表面で本当に危

険な箇所はどうなのかというのをパトロールなり、目視なりで把握できるところとできな

いところもきっとあると思うのです。それを事務管理ですか、その状態の中でそういう調

査を町の職員でできないのであれば外注して調査をするという方法、実際どれぐらい危険

で、もし補修をする、壊す、一体どれぐらいかかるのだろうというのが町民もわからない

ですし、私たち議員も今把握していない状況なのです。それを調査するということは可能

なのでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） お答えいたします。 

 先ほど課長から申し上げましたとおり、弁護士の先生からは事務管理ということで、目

の前の危険が迫ったときにはそれを行って構いませんよということでございます。議員お

っしゃるような調査等を行うということは、責任のない建物でございますから、当然難し

いというふうに言わざるを得ないと思います。 

〇議長（森  淳君） ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） それが事務管理ではなくて町として調査に入るということで、自

分の認識では手をかけてしまうと、直したり、そこにかけた部分に関して責任は及ぶけれ

ども、調査に関しても調査をした段階で責任が及ぶという説明は聞いたことがなかったも

ので、その辺は法律上になるのでしょうか、それとも何か問題があるのでしょうか。 

〇議長（森  淳君） 町長、駒井久晃君。 
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〇町長（駒井久晃君） 私には法律的には問題があるかどうかはわかりませんが、先ほど

来から申し上げておりますとおり、建物に対して羽幌町が責任がないということです。そ

こをまず理解をいただきたいと思います。そして、今回のように事務管理で修繕に入る場

合は、鍵を管理している方の鍵を借りて入らせていただいております。それは法律上許さ

れるそうです。ただ、先ほど言ったような調査等で入ることは許されないそうであります。 

〇議長（森  淳君） ５番、小寺光一君。 

〇５番（小寺光一君） 最後はそういう調査で入ることはできないというお答えでしたけ

れども、その前の段階の町長の最初の話す内容でいうと、町長は調査に関しては法律上は

わからないと。自分はもしできれば、どの委員会、うちの文教になるかわからないのです

けれども、そういう段階で法律上調査が可能かどうか、もちろん何回も説明を受けている

ので、建物に関しての責任はないというのは十分承知していますけれども、何人も議員が

おっしゃったとおり町民の不安を少しでも和らげる、生命にかかわることになれば余計で

す。それは、やっぱりいろんな形で対処しなければいけない。そのためにも調査をして、

抜本的な解決ができるかどうかも調査をしない限りはわからないと自分は思うので、ぜひ

その辺調査も含めて可能なことが事務管理のほかにできることがあるのであれば、いろん

な方法で調べていただきたいなというふうに思います。 

〇議長（森  淳君） 繰り返しの質疑になっておりますので、先ほどの答弁ありますか

ら、後にまた委員会等で継続的な審議ということで、小寺議員の質疑はこれで打ち切りた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第６６号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６６号 平成２９年度羽幌町一般会計補正予算（第１１号）は原案

のとおり可決されました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇議長（森  淳君） これで本日の議事日程は全部終了しました。 

 したがって、平成２９年第８回羽幌町議会定例会を閉会します。 

（午後 ０時１１分） 


